
箕
面
市
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
指
導
及
び
監
査
実
施

要
綱

（
平
成
二
十
三
年
九
月
三
十
日
訓
令
第
五
十
三
号
）

改
正

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
日
訓
令
第
二
十
九
号

改
正

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
八
日
訓
令
第
二
十
一
号

改
正

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日
訓
令
第
五
十
一
号

改
正

令
和
七
年
三
月
十
九
日
訓
令
第
十
四
号

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
要
綱
は
、
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
そ
の
他
関
係
法
令
に

基
づ
き
、[

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
で
あ
っ
た
者
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た

者]

、[

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設

置
者
で
あ
っ
た
者
、
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者]

に
対

し
て
行
う
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
及
び
自
立
支
援
給
付
に

係
る
費
用
の
請
求
等
に
関
し
て
行
う
指
導
並
び
に
監
査
に
つ
い
て
の
基
本
的

事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
質
の
確
保

及
び
自
立
支
援
給
付
の
適
正
化
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条

前
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
指
導
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事
業
者
、
当
該
指
定
に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
、
指
定

障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
及
び
当
該
指
定
に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で

あ
っ
た
者
に
対
し
、
大
阪
府
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
並
び
に

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
八
号
）
及
び
大
阪
府
指
定
障



害
者
支
援
施
設
の
指
定
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め

る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
阪
府
条
例
第
百
八
号
）
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
指
定

基
準
」
と
い
う
。
）
並
び
に
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に

支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
及
び
基
準
該

当
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十

八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
二
十
三
号
）
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
一

単
位
の
単
価
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
五
百
三
十
九
号
）
（
以
下
こ

れ
ら
を
「
報
酬
算
定
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー

ビ
ス
等
の
取
扱
い
、
自
立
支
援
給
付
に
係
る
費
用
の
請
求
等
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
、
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
を
方
針
と
し
、
監
査
は
、
指
定
障
害
福
祉
サ

ー
ビ
ス
事
業
者
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
っ
た
者
、
当
該
指
定

に
係
る
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等

の
設
置
者
、
指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
で
あ
っ
た
者
及
び
当
該
指
定

に
係
る
施
設
等
の
従
業
者
で
あ
っ
た
者
の
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等

の
内
容
及
び
自
立
支
援
給
付
に
係
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
、
不
正
又
は
著
し

い
不
当
が
疑
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
事
実
関
係
を
的
確
に
把
握
し
、
公
正
か

つ
適
切
な
措
置
を
行
う
こ
と
を
方
針
と
す
る
。

（
体
制
）

第
三
条

指
導
及
び
監
査
は
、
健
康
福
祉
部
広
域
福
祉
課
が
行
う
。

（
指
導
及
び
監
査
の
実
施
方
法
）

第
四
条

指
導
は
、
集
団
指
導
及
び
運
営
指
導
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２

集
団
指
導
は
、
指
導
の
対
象
と
な
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び

指
定
障
害
者
支
援
施
設
等
の
設
置
者
（
以
下
「
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
等
」
と
い
う
。
）
を
必
要
な
指
導
内
容
に
応
じ
、
一
定
の
場
所
に
集
め
て
講

習
会
の
形
式
に
よ
り
行
う
。
な
お
、
オ
ン
ラ
イ
ン
等
（
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
シ
ス



テ
ム
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
）
の
活
用
に
よ
る
動
画
の
配
信
等
に
よ
る
実
施
も
可

能
と
す
る
。

３

運
営
指
導
は
、
指
導
の
対
象
と
な
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
の

事
業
所
に
お
い
て
、
原
則
、
実
地
に
行
う
。

４

監
査
は
、
利
用
者
に
対
す
る
虐
待
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
理
由

が
あ
る
と
き
、
指
定
基
準
又
は
報
酬
算
定
基
準
の
重
大
な
違
反
が
あ
る
と
疑
う

に
足
り
る
理
由
が
あ
る
と
き
、
運
営
指
導
等
を
行
っ
て
も
改
善
が
み
ら
れ
な
い

と
き
、
正
当
な
理
由
が
な
く
指
導
を
拒
否
し
た
と
き
、
そ
の
他
自
立
支
援
給
付

対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容
や
自
立
支
援
給
付
に
係
る
費
用
の
請
求
に
つ
い
て
、

不
正
又
は
著
し
い
不
当
が
あ
っ
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
理
由
が
あ
る
と
き

に
随
時
実
施
す
る
。

５

指
導
及
び
監
査
の
具
体
的
な
実
施
方
法
は
、
別
に
定
め
る
。

（
関
係
行
政
機
関
と
の
連
携
及
び
協
力
）

第
五
条

指
導
及
び
監
査
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
対
象
と
な
る
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
を
運
営
す
る
法
人
を
所
管
す
る
関
係
行
政
機
関
と
連
携
し
て
行
い
、
指
導

及
び
監
査
後
の
措
置
に
際
し
て
も
必
要
に
応
じ
て
協
力
を
求
め
る
。

（
指
導
事
項
）

第
六
条

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
す
る
指
導
事
項
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。

一

人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
事
項

二

自
立
支
援
給
付
に
係
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
事
項

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
事
項

（
結
果
の
講
評
）

第
七
条

運
営
指
導
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
必
要
に
応
じ
て
、
関
係
者
に
対
し
講

評
を
行
う
。



（
指
導
の
結
果
の
通
知
）

第
八
条

運
営
指
導
の
結
果
、
改
善
を
要
す
る
と
認
め
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
に
対
し
、
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
。

（
改
善
報
告
書
の
提
出
）

第
九
条

指
導
の
結
果
、
文
書
に
よ
り
指
示
し
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
指
定
障
害

福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
等
か
ら
改
善
報
告
書
の
提
出
を
求
め
る
。

（
監
査
後
の
措
置
）

第
十
条

監
査
の
結
果
、
利
用
者
に
対
す
る
虐
待
、
指
定
基
準
又
は
報
酬
算
定
基

準
の
重
大
な
違
反
事
項
若
し
く
は
自
立
支
援
給
付
対
象
サ
ー
ビ
ス
等
の
内
容

又
は
自
立
支
援
給
付
に
係
る
費
用
の
算
定
及
び
請
求
に
関
す
る
不
正
又
は
著

し
い
不
当
な
事
項
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
、
所
要
の
措
置
を
行
う
。

（
委
任
）

第
十
一
条

こ
の
要
綱
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
別
に
定
め
る
。

附

則
（
平
成
二
十
三
年
訓
令
第
五
十
三
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
四
年
訓
令
第
二
十
九
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
五
年
訓
令
第
二
十
一
号
）

こ
の
要
綱
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
六
日
訓
令
第
五
十
一
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則
（
令
和
七
年
三
月
十
九
日
訓
令
第
十
四
号
）

こ
の
要
綱
は
、
訓
令
の
日
か
ら
施
行
す
る


